
議第67号

（ ）令和 5年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算 第 4号

（総 則）

第 1条 令和 5 年度滋賀県の水道用水供給事業会計補正予算（第 4号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入および支出）

第 2条 収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 水道用水供給事 5,004,978 149,988 5,154,966
業収益

1 営 業 収 益 4,559,781 △ 25,879 4,533,902

2 営 業 外 収 益 445,197 175,867 621,064

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 水道用水供給事 4,657,813 △ 540,975 4,116,838
業費用

1 営 業 費 用 4,437,529 △ 530,339 3,907,190

2 営 業 外 費 用 220,284 △ 10,636 209,648

（資本的収入および支出）

第 3条 資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,995,907千円は、減債積立金

330,644千円、過年度分損益勘定留保資金 1,547,652千円ならびに消費税および地方消費税資

本的収支調整額 117,611千円で補塡するものとする。）

収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1,516,600 △ 208,298 1,308,3021 資 本 的 収 入

1 企 業 債 1,319,300 △ 209,600 1,109,700
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3 諸 収 入 22,300 1,302 23,602

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 資 本 的 支 出 4,004,798 △ 700,589 3,304,209

1 建 設 改 良 費 3,297,709 △ 649,704 2,648,005

2 企業債償還金 672,932 △ 51,591 621,341

3 固定資産購入費 34,157 △ 5,672 28,485

4 補助金返還金 － 6,378 6,378

（企業債）

第 4条 起債の限度額を、次のとおり補正する。

起 債 の 目 的 補 正 前 限 度 額 補 正 後 限 度 額

千円 千円

水 道 用 水 改 良 事 業 費 1,319,300 1,109,700

計 1,319,300 1,109,700

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第 5条 議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

科 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

職 員 給 与 費 495,122 13,164 508,286

交 際 費 25 △ 8 17

（他会計からの補助金）

第 6条 電力・薬品の価格高騰分に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、

次のとおり補正する。

科 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

補 助 金 50,278 162,463 212,741

議
第

号

令
和

年
度
滋
賀
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

号
）

5

4

67

46



上記の議案を提出する。

令和 6年 3月11日

滋賀県知事 三 日 月 大 造
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